
19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

43,790,557 120,585,748 811,038,278 440,377,185

255,605,138 615,056,017 0 729,545,012

0 0 ▲ 2,832,712 280

299,395,695 735,641,765 808,205,566 1,169,922,477

289,843,899 700,916,146 集計中

96.8% 95.3%

基準値 目標値

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

①２．３
②９７．５％

①２．０
②９７．４％

①１．９
②９７．３％

①２．０
②９７．３％

①２．０（速報
値）
②９７．３％

①２人以上
②９５％以上

①２人以上
②９５％以上

①２人以上
②９５％以上

①２人以上
②９５％以上

①２人以上
②９５％以上

①２人以上
②９５％以上

基準値 目標値

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

25% 29.30% 31.70% 39.20% 54.20% ３５％以上

２２％以上 ２２％以上 ２２％以上 ２２％以上 ３５％以上

基準値 目標値

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

46.50% 45.90% 40.00% 43.10% 60.50% 45%

４０％以上 ４３％以上 ４３％以上 ３３％以上 ３７％以上

建設・港湾対策室長　堀井　奈津子

介護労働対策室長　堀井　奈津子

年度ごとの目標値

参考資料の情報

【関連事業の行政事業レビューシート】
受給資格者創業支援助成金・・・http://www.mhlw.go.jp/seisaku/jigyo_siwake/dl_rv3/701a.pdf
雇用調整助成金・・・http://www.mhlw.go.jp/seisaku/jigyo_siwake/dl_rv3/698a.pdf
産業雇用安定センター補助金・・・http://www.mhlw.go.jp/seisaku/jigyo_siwake/dl_rv3/716a.pdf
労働移動支援助成金（求職活動等支援助成金）・・・http://www.mhlw.go.jp/seisaku/jigyo_siwake/dl_rv3/702a.pdf
労働移動支援助成金（再就職支援給付金）・・・http://www.mhlw.go.jp/seisaku/jigyo_siwake/dl_rv3/703a.pdf
労働移動支援助成金（離職者住居支援給付金）・・・http://www.mhlw.go.jp/seisaku/jigyo_siwake/dl_rv3/704a.pdf
林業雇用改善推進事業・・・http://www.mhlw.go.jp/seisaku/jigyo_siwake/dl_rv3/726a.pdf
港湾労働者派遣事業対策費・・・http://www.mhlw.go.jp/seisaku/jigyo_siwake/dl_rv3/730a.pdf

担当部局名 職業安定局 作成責任者名

雇用開発課長　水野　知親

報告書作成日 平成23年7月5日
地域雇用対策室長　福士　亘

測定指標

指標１
受給資格者創業支援助成金の支給を受

けた事業主が法人等を設立し雇用保険適
用事業所となった日から１年経過後に雇

用している
①平均労働者数
②事業継続割合

実績値

年度ごとの目標値

指標２
中小企業人材確保推進事業助成金の支
給を受けた事業協同組合等の構成中小

企業者の平均求人充足率

実績値

年度ごとの目標値

指標３
（財）産業雇用安定センターを
活用した出向・移籍の成立率

実績値

執行額（千円、d）

執行率（％、d/(a＋b＋c)）

予算の組
替え前な
ので算定

困難

補正予算（b）

繰越し等（c）

施策に関係する内閣の
重要政策（施政方針演説
等のうち主なもの）

施政方針演説等の名称 年月日 関係部分（概要・記載箇所）

合計（a＋b＋c）

施策の背景・枠組み
（根拠法令、政府決定、

関連計画等）

人口減少下における経済社会情勢の変化、雇用情勢の変化、雇用・就業形態の多様化に的確に対応するため、働く希望を持つすべての
者の就業参加の実現、良質な雇用の創出、セーフティネットの整備等に向け、積極的雇用政策の推進に取り組む必要があります。
　このような観点から、
　（１）中小企業等における創業・新分野進出、雇用管理改善等に係る支援
　（２）事業規模の縮小等の際の失業の予防・再就職の援助・促進
　（３）雇用機会の不足している地域における雇用の促進
　（４）産業の特性に応じた雇用管理の改善等
といった雇用機会の創出、雇用の安定等のための諸施策を講じています。

【根拠法令】
受給資格者創業支援助成金・・・雇用保険法第６２条第１項第５号並びに雇用保険法施行規則第１０９条及び第１１０条の２
雇用調整助成金・・・雇用保険法第６２条第１項第１号並びに雇用保険法施行規則第１０２条の２及び第１０２条の３及び附則第１５条
産業雇用安定センター補助金・・・雇用保険法第６２条第５号並びに雇用保険法施行規則第１１５条第４号
労働移動支援助成金（求職活動等支援助成金）・・・雇用保険法第６２条第１項第２号及び第３号並びに雇用保険法施行規則第１０２条の４及び第１０２条の５第２項
労働移動支援助成金（再就職支援給付金）・・・雇用保険法第６２条第１項第２号及び第３号並びに雇用保険法施行規則第１０２条の４及び第１０２条の５第３項
労働移動支援助成金（離職者住居支援給付金）・・・旧雇用保険法第６２条第１項第２号及び第３号並びに旧雇用保険法施行規則第１０２条の４及び第１０２条の５第４項

予算書との関係
・関連税制

本施策は、予算書の以下の項に対応しています。
（項）地域雇用機会創出等対策費（一部）

施策の予算額・執行額等

※　「執行額」欄には、独法の
運営費交付金は含まない。

区分 24年度要求額

予算の
状況

（千円）

当初予算（a）

モニタリング結果報告書
（厚生労働省23（Ⅱ-１-２））

施策目標名 地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出や失業の防止を図る（政策中目標Ⅱ－１－２）

施策の概要

本施策は、次の施策小目標を柱に実施しています。
（施策小目標１）雇用失業情勢の厳しい地域や創業・新分野進出等における雇用創出及び雇用改善を図ること
（施策小目標２）中小企業等の雇用管理の改善を支援すること
（施策小目標３）事業活動の縮小等を余儀なくされた事業所の失業者の発生を予防すること
（施策小目標４）離職を余儀なくされる者に対する再就職を援助・促進すること
（施策小目標５）農林業等の分野における雇用改善・促進等及び介護の分野における雇用管理の改善等を図ること


